
訪問看護医療保険利用表　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ3年4月より
月１回目の訪問　　　　　：　　１２、５３０円

(機能強化型でない場合７，４４０円）
月２回目以降の訪問　　：　　３，０００円
看護師等の場合　　：　週３日目まで　   ５，５５０円
　　　　　　　　　　　　　　週４日目以降　 　６，５５０円
准看護師の場合　　：　週３日目まで　   ５，０５０円
　　　　　　　　　　　　　　週４日目以降　　 ６，０５０円
理学療法士等の場合：５，５５０円
看護師等の場合　　：　週３日目まで　 　５，５５０円
　　　　　　　　　　　　　　週４日目以降　　 ６，５５０円
准看護師の場合　　：　週３日目まで　 　５，０５０円
　　　　　　　　　　　　　　週４日目以降　 　６，０５０円
理学療法士等の場合：５，５５０円
看護師等の場合　　：　週３日目まで　 　２，７８０円
　　　　　　　　　　　　　　週４日目以降　　 ３，２８０円
准看護師の場合　　：　週３日目まで　 　２，５３０円
　　　　　　　　　　　　　　週４日目以降　 　３，０３０円
理学療法士等の場合：２，７８０円

④基本療養費　（　Ⅲ　） 　　　　　　　　　　８，５００円
4月以降訪問1日目 1,500円
以降30日につき1,500円

難病等複数回訪問加算 １日２回の訪問　同一建物内１、2人：４，５００円／日
１日２回の訪問　同一建物内３人：４，０００円／日
１日3回以上の訪問　同一建物内１、2人：８，０００円／日
１日3回以上の訪問　同一建物内３人：７，２００円／日

２４時間対応体制加算 　　　　　　　　　　　　　６，４００円／月
　　２，５００円／月　
　　（重症度の高い場合　：　５，０００円／月）
看護師（週1日まで）　　　 同一建物内１、2人：4,500円

　     　　　　　　　　　　　　 同一建物内3人以上：4,000円
准看護師（週1日まで）　　同一建物内１、2人：3,80０円

       　　　　　　　　　　　　 同一建物内3人以上：3,40０円
看護補助者（週３日まで） 同一建物内１、2人：3,000円

　  　　　　　　　　　　　　　　同一建物内3人以上：2,700円

看護補助者（別に厚労大臣が定める場合）
1回/日  同一建物内１、2人：3,000円 

 1回/日  同一建物内3人以上：2700円 

2回/日　同一建物内１、2人：6,000円

2回/日  同一建物内3人以上：5400円 
     3回以上/日　同一建物内１、2人：10,000円

       3回以上/日  同一建物内3人以上：9,000円 

乳幼児加算 　　６歳未満　　：　　１,５００円／回
ターミナルケア療養費1 　　２５，０００円
ターミナルケア療養費2 　　１０，０００円
緊急時訪問看護加算 　　２，６５０円／日

５，２００円　
特別管理加算対象者、特別指示書を交付されている方：週１回

　別に厚生労働大臣が定める者：週３回

訪問看護情報提供療養費1 １，５００円（月１回）
訪問看護情報提供療養費2 １，５００円（月１回）
訪問看護情報提供療養費3 １，５００円（月１回）
夜間・早朝訪問看護加算 　　２，１００円
深夜訪問看護加算 　　４，２００円
退院時共同指導加算 　　８，０００円
特別管理指導加算 　　２，０００円
退院支援指導加算 　　６，０００円
在宅患者連携指導加算 　　３，０００円　（月１回）
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 　　２，０００円　（月２回まで算定可　）
看護・介護職員連携強化加算 　　２，５００円　（月１回）
＊　ご負担いただきます料金は、上記の必要な項目の合計金額の１～３割
(各医療保険被保険者証に記載の負担額）となります。

　　　
＊　＝より下の部分の加算については、対象となるご利用者様へ個別に説明させていただきます。

長時間訪問看護加算

①管理療養費

特別管理加算

複数名訪問看護加算

②基本療養費　（　Ⅰ　）

③基本療養費　（　Ⅱ　）
＊同一建物居住者複数

　　　2人までの訪問

③基本療養費　（　Ⅱ　）
＊同一建物居住者複数

　3人以上の訪問　(1人目から）

訪問看護感染症対策実施加算
（現在のところR3.4～R3.9）



訪問看護料　R3.4月～

サービス内容 単位 1割負担 2割負担 3割負担 備考

看護師による訪問

　　　　　２０分未満 302単位 ３０９円／回 ６１７円／回 ９２５円／回

　　　　　３０分未満 450単位 ４６０円／回 ９１９円／回 １３７９円／回

　　　　　３０分以上６０分未満 792単位 ８０９円／回 １６１８円／回 ２４２６円／回

　　　　　１時間以上１時間３０分未満 1087単位 １１１０円／回 ２２２０円／回 ３３３０円／回

理学療法士等による訪問

　　　　　１回（２０分） 283単位 ２８９円／回 ５７８円／回 ８６７円／回

早朝・夜間加算　基本単位の２５％増 早朝（6～8時）夜間(18～22時）

深夜加算　        基本単価の５０％増　　　　　　　　 深夜（22～6時）

介護予防緊急時訪問看護加算 574単位 ５８６円／月 １１７２円／月 １７５８円／月
24時間連絡体制と計画外の緊急訪問も必要に
応じて行う体制に対しての加算です

介護予防特別管理加算　　Ⅰ 500単位 ５１１円／月 １０２１円／月 １５３２円／月
＊在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状
態や留置カテーテル等を使用している状態

介護予防特別管理加算　　Ⅱ 250単位 ２５６円／月 ５１１円／月 ７６６円／月 ＊在宅酸素療法指導管理等を受けている状態
や真皮を超える褥瘡の状態等であること

長時間訪問看護加算 300単位 ３０７円／回 ６１３円／回 ９１９円／回

複数名訪問看護加算Ⅰ　　　３０分未満 254単位 ２６０円／回 ５１９円／回 ７７８円／回

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０分以上 402単位 ４１１円／回 ８２１円／回 １２３２円／回

複数名訪問看護加算Ⅱ　　　３０分未満 201単位 ２０６円／回 ４１１円／回 ６１６円／回

　　　　　　　　　　　　　　　　   ３０分以上 317単位 ３２４円／回 ６４８円／回 ９７１円／回

退院時共同指導加算 600単位 ６１３円／回 １２２６円／回 １８３８円／回

初回加算 300単位 ３０７円／回 ６１３円／回 ９１９円／回

看護・介護職員連携強化加算 250単位 ２５６円／回 ５１１円／回 ７６６円／回
痰の吸引等の業務を円滑に行うための支
援が可能である事業所に加算されます。

看護体制強化加算 １００単位 １０３円／月 ２０５円／月 ３０７円／月

在宅における中重度の要介護者の療養生
活に伴う医療ニーズへの対応の強化がで
きる体制をとっている事業所に対しての加
算です。

サービス提供体制強化加算Ⅰ ６単位 7円／回 １３円／回 １９円／回

サービス提供体制強化加算Ⅱ ３単位 ３円／回 ６円／回 ９円／回

同一建物等居住者減算①基本単位の10%減

　　　　　　　　　　　　　　②基本単位の15%減

　　　　　　　　　　　　　　③基本単位の10%減

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1％上乗せさせていただきます。

＊長時間訪問看護加算は、特別
管理加算の対象者に対して、１回
の訪問時間が１時間３０分を超え
る場合に、１時間以上１時間３０分
未満の料金に加算がつきます。
＊複数名訪問看護加算は、同時
に複数の看護師等により訪問した
場合に所定の料金に加算されま
す。（加算条件については、個別に
お問い合わせください）

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地
内に所在する建物に居住する者（②以外）
②上記の建物のうち、当該建物に居住す
る利用者の人数が1月当たり50人以上の
場合
③①以外の範囲に所在する建物に居住す
る者（当該建物に居住する利用者の人数
が1月あたり20人以上の場合）

訪問看護料金表：介護保険（要支援）

介護保険内：（基本単位）　　　　　　　　　　　　　　　　　地域単価１単位＝１０．２１円

＊２０分未満の利用は週に１回以上２
０分以上の訪問を行っている場合に算
定します。

＊准看護師が訪問した場合は所定単
位数の90/100を乗じた単位数で算定
します。＊計画外の緊急訪問を行った
場合は所定の時間に応じた単位を算
定。なお緊急時訪問看護加算の対象
者に対してはひと月のうち２回目以降
には、早朝・夜間・深夜加算がつきま
す。

＊１週間に６回を限度に算定します。
＊１日に２回を超えて訪問看護を行う場合、１回につき
所定単位数に５０／１００を乗じた単位数で算定しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊理学療法
士等の訪問が看護業務の一環としてのリハビリテー
ションを中心としたものである場合に、看護職員の代わ
りにさせる訪問になります。                            *利用
開始日の属する月から12カ月を超えて利用した場合、
1回につき5単位減算する

介護従事者の専門性等に係る適切な評
価・キャリアアップを推進する体制及び職
員の早期離職を防止する体制を評価した
加算です。



訪問看護料  R3.4月～

サービス内容 単位 1割負担 2割負担 3割負担 備考

看護師による訪問

　　　　　２０分未満 313単位 ３２０円／回 ６３９円／回 ９５９円／回

　　　　　３０分未満 470単位 ４８０円／回 ９６０円／回 １４４０円／回

　　　　　３０分以上６０分未満 821単位 ８３９円／回 １６７７円／回 ２５１５円／回

　　　　　１時間以上１時間３０分未満 1125単位 １１４９円／回 ２２９８円／回 ３４４６円／回

理学療法士等による訪問

　　　　　１回（２０分） 293単位 ３００円／回 ５９９円／回 ８９８円／回

早朝・夜間加算　基本単位の２５％増 早朝（6～8時）夜間(18～22時）

深夜加算　        基本単価の５０％増　　　　　　　　 深夜（22～6時）

緊急時訪問看護加算 574単位 ５８６円／月 １１７２円／月 １７５８円／月
24時間連絡体制と計画外の緊急訪問も必要に
応じて行う体制に対しての加算です

特別管理加算　　Ⅰ 500単位 ５１１円／月 １０２１円／月 １５３２円／月
＊在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状
態や留置カテーテル等を使用している状態

特別管理加算　　Ⅱ 250単位 ２５６円／月 ５１１円／月 ７６６円／月 ＊在宅酸素療法指導管理等を受けている状態
や真皮を超える褥瘡の状態等であること

長時間訪問看護加算 300単位 ３０７円／回 ６１３円／回 ９１９円／回

複数名訪問看護加算Ⅰ　　　３０分未満 254単位 ２６０円／回 ５１９円／回 ７７８円／回

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０分以上 402単位 ４１１円／回 ８２１円／回 １２３２円／回

複数名訪問看護加算Ⅱ　　　３０分未満 201単位 ２０６円／回 ４１１円／回 ６１６円／回

　　　　　　　　　　　　　　　　   ３０分以上 317単位 ３２４円／回 ６４８円／回 ９７１円／回

退院時共同指導加算 600単位 ６１３円／回 １２２６円／回 １８３８円／回

初回加算 300単位 ３０７円／回 ６１３円／回 ９１９円／回

ターミナルケア加算 2000単位 ２０４２円／回 ４０８４円／回 ６１２６円／回
在宅で亡くなったご利用者様の亡くなった
日および亡くなる14日前に2日以上ターミ
ナルケアを行った場合に加算されます。

看護・介護職員連携強化加算 250単位 ２５６円／回 ５１１円／回 ７６６円／回
痰の吸引等の業務を円滑に行うための支
援が可能である事業所に加算されます。

看護体制強化加算Ⅰ 550単位 ５６２円／月 １１２３円／月 １６８５円／月

看護体制強化加算Ⅱ 200単位 ２０５円／月 ４０９円／月 ６１３円／月

サービス提供体制強化加算Ⅰ ６単位 7円／回 １３円／回 １９円／回

サービス提供体制強化加算Ⅱ ３単位 ３円／回 ６円／回 ９円／回

（定期巡回と連携）　　　　　　Ⅰ 50単位 ５１円／回 １０２円／回 １５３円／回

（定期巡回と連携）　　　　　　Ⅱ 25単位 ２６円／回 ５１円／回 ７７円／回

同一建物等居住者減算①基本単位の10%減

　　　　　　　　　　　　　　②基本単位の15%減

　　　　　　　　　　　　　　③基本単位の10%減

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1％上乗せさせていただきます。

介護保険内：（基本単位）　　　　　　　　　　　　　　　　　地域単価１単位＝１０．２１円

訪問看護料金表：介護保険（要介護）

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に
所在する建物に居住する者（②以外）
②上記の建物のうち、当該建物に居住する利
用者の人数が1月当たり50人以上の場合
③①以外の範囲に所在する建物に居住する者
（当該建物に居住する利用者の人数が1月あた
り20人以上の場合）

＊２０分未満の利用は週に１回以上２
０分以上の訪問を行っている場合に
算定します。

＊准看護師が訪問した場合は所定単位
数の90/100を乗じた単位数で算定しま
す。＊計画外の緊急訪問を行った場合は
所定の時間に応じた単位を算定。なお緊
急時訪問看護加算の対象者に対しては
ひと月のうち２回目以降には、早朝・夜
間・深夜加算がつきます。

＊１週間に６回を限度に算定します。
＊１日に２回を超えて訪問看護を行う場合、１
回につき所定単位数に９０／１００を乗じた単位
数で算定します。
＊理学療法士等の訪問が看護業務の一環とし
てのリハビリテーションを中心としたものである
場合に、看護職員の代わりにさせる訪問になり
ます。

＊長時間訪問看護加算は、特別
管理加算の対象者に対して、１回
の訪問時間が１時間３０分を超え
る場合に、１時間以上１時間３０分
未満の料金に加算がつきます。
＊複数名訪問看護加算は、同時
に複数の看護師等により訪問した
場合に所定の料金に加算されま
す。（加算条件については、個別
にお問い合わせください）

在宅における中重度の要介護者の療養
生活に伴う医療ニーズへの対応の強化
ができる体制をとっている事業所に対して
の加算です。

介護従事者の専門性等に係る
適切な評価・キャリアアップを
推進する体制及び職員の早期
離職を防止する体制を評価し
た加算です。


